
 

公益財団法人共生地域創造財団
内部通報制度に関する規程 

 

（本規程の目的） 

第１条 

本規程は、公益財団法人共生地域創造財団（以下、当団体という。）が実施する業務活動に

おいて、不正行為による不祥事の防止及び早期発見、自浄作用の向上、風評リスクの管理、   及

びこの法人に対する社会的信頼の確保のため、内部通報制度を設けるとともに、その運営の

方法等、必要な事項を定めることを目的とする。 

 
（対象者） 

第２条 

この規程は、この法人の役員及び職員・臨時雇用・契約社員・派遣従業員を含むすべての従   業員

（以下「役職員｣という。）に対して適用する。 

 
（内部通報の目的等） 

第３条 

当団体の役職員等が法令等に違反し、若しくは、その責務に違反していると認めたとき又は

その疑い若しくは違反発生のおそれがあると認めたときには、法令違反行為等の是正・防止   に努

め、コンプライアンスを推進し、当団体の維持・発展に資するため、自己の関与の有無   にかかわら

ず、本規程の定めるところにより相談・報告・通報（以下、内部通報という。）   を行うよう努

めなければならないものとする。ただし、通常の業務遂行上の手段により容易   に改善できる場

合はこの限りではない。 

２ 本規程の定めに従った内部通報は、役職員等の守秘義務違反には該当しないものとし、

本来の職務上の指揮命令系統による制約に服さないものとする。 

 
（内部通報窓口） 

第４条 

当団体は、前条の内部通報のための窓口を、次のとおり事務局内（以下、内部窓口という。）   と事

務局外（以下、外部窓口という。）に設置する。 

（１）内部窓口は、事務局内に設置し、コンプライアンス担当責任者が内部通報窓口担当者 

（以下、窓口担当者という）となる。（内部通報の窓口担当者とコンプライアンス担当責任   者

の兼任は妨げないものとする。） 

（２）外部窓口は、理事会において決定を行い、外部機関に設置する。機関名、連絡先は別

途公表する。 



 

２ 窓口担当者は、内部通報を受けたときは、事案の内容を適宜の方法で聴取したうえで、

必要に応じて簡便な方法による初動調査・分析等を行い、コンプライアンス担当責任者に対し、

当該内部通報の通報内容及び当該検討結果を報告するものとする。 

 
（内部通報の方法） 

第５条 

内部通報は、事案への対応を円滑に行い、コンプライアンスの徹底を実現するために、可能な

限り、所属及び氏名を明らかにして行うものとする。 

２ 内部通報の方法は、電話、電子メール、郵便、書面、面談のいずれでも差し支えない。  通

報の内容には①内部通報対象事実の概要、②当該事実を知った経緯並びに当該事実を裏付け

る資料の有無及び内容等、③通報に対する処置に関する通知希望の有無、④その他特記事項を

記載するものとする。 

３ 通報者は、誠意を持って客観的で合理的な根拠にもとづく通報を行うものとし、その場   合に

は内部通報をしたことによる不利益を受けることはない。 

４ 通報者は、虚偽又は当団体やその関係者らを誹謗中傷する内容その他の虚偽又は不正の   認識の

もとに内部通報を行ってはならない。 

５ 当団体は、前項の通報を行った者に対し、就業規則等に従った懲戒その他の措置を行うこ

とができる。なお、通報者に虚偽又は不正の認識がない場合、調査等の結果、内部通報の   内容が

事実と異なっていたとしても懲戒等の措置の対象にはならない。 

 
（調査） 

第６条 

コンプライアンス担当責任者は、窓口担当者から、第５条第２項にもとづき検討を行い、当   該内

部通報事案に関して事実関係の調査を行うか否かを判断するものとする。 

２ コンプライアンス担当責任者は、前項にもとづき、必要に応じて、事務局や外部専門機   関等

と連携し、事案の性質に配慮した事実関係の調査を行う。 

３内部通報の内容に特別の利害関係を有する委員は、調査に加わることができないものと   する。 

４ 役員及び職員等は、コンプライアンス担当責任者による事実関係の調査に際して協力を 

求められた場合には、協力しなければならない。 

５ コンプライアンス担当責任者は、通報者及び調査に協力した者（以下「通報者等」とい

う。） の秘密を守るため、通報者等が特定されないよう調査の方法に十分配慮しなければなら

ない。 

 
（調査等の報告） 



 

第７条 

コンプライアンス担当責任者は、事実関係の調査経過を適時、理事会に報告するとともに、 

調査の結果、法令違反行為等の有無が確認された場合には、直ちに理事会に結果を報告する。 

２ コンプライアンス担当責任者又は窓口担当者は、通報者等に対し、調査結果及び第８条の

是正措置等について、被通報者のプライバシー、名誉・信用に配慮しつつ、必要な範囲内   で通知

する。ただし、通報者等が調査結果に関する通知を希望しない場合を除く。 

 
（是正措置等） 

第８条 

理事会は、調査結果を踏まえて、当該事案に関し、事案関係者への措置も含めた是正措置、及び

再発防止策を速やかに実施しなければならない。 

 
（通報者の保護等） 

第９条 

当団体は、第５条第４項に定める場合を除き、通報者等が通報及び調査に協力したことを理 

由として、通報者等に対して解雇、解任その他いかなる不利益取扱いも行ってはならない。 

２ 当団体は、通報者等が通報及び調査に協力したことを理由として、通報者等の職場環境が悪

化することのないように、適切な措置を採らなければならない。また、当団体は、通報者等

に対して不利益取扱いや嫌がらせ等を行った者がいた場合には、就業規則等に従う懲戒その

他の措置を行うことができる。 

 
（秘密保持義務） 

第１０条 

内部通報事案の調査・審議等に関与した者は、本規程に定める場合、その他正当な理由のあ   る場

合を除き、通報者等の氏名その他の個人に関する情報、当該内部通報の内容及び調査で   得られた

情報（以下、あわせて秘密情報という。）を開示、漏洩又は使用（以下、開示等という。）

してはならない。 

２ 当団体は、正当な理由なく秘密情報を開示等した者に対し、就業規則等に従う懲戒その 

他の措置を行うことができる。 
 

（本規程の改廃） 

第１１条 

本規程の改廃については、委員会で事前に協議した上で、理事会において決議する。 

（付則） 

この規程は、2020 年 5 月 26 日から施行する。 


